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開議 午前１０時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○髙橋紀博委員長 ただいまより、民生常任委員会を開会いたします。 

本日の出席委員は全員です。 

 それでは、会議を進めてまいります。 

初めに、１、令和６年第３回定例会提出議案についてを議題といたします。認定第１号、認定第

２号、認定第６号、認定第８号、認定第１１号、議案第１号ないし議案第３号、議案第５号及び議

案第１５号の以上１０件につきまして、理事者から説明願います。 

○金澤税務部長 認定第１号、令和５年度旭川市一般会計決算の認定のうち、税務部所管分につき

まして御説明申し上げます。市税決算説明資料、１ページ、２ページを御覧ください。 

まず、市税歳入についてであります。表の下から３行目の合計欄になりますが、１ページ左から

３列目にあります予算現額４０８億円に対し、その２つ右にあります収入額は４０７億３千１２８

万２千２４５円で、差引き６千８７１万７千７５５円の減、率にして０．２％の減となっておりま

す。予算額と比較し、減となった主な税目につきましては、表の上から１行目にあります市民税で、

新型コロナウイルス感染症の影響による企業の減収、減益などにより、予算現額１７６億８千８２

０万８千円に対し、収入額は１７６億１千８０万７千４２７円で、差引き７千７４０万５７３円の

減、率にして０．４％の減となっております。なお、市税全体での収入率につきましては、２ペー

ジの右側にあります収入率の欄の下から３行目にありますとおり、市税全体で９８．４５％となっ

ており、前年度の９７．４７％と比べ０．９８ポイントの増となっております。 

次に、歳出についてであります。決算事項別明細書、８８ページ、８９ページを御覧ください。

表の下段部分の２款２項が税務部所管事業でありますが、８９ページ、備考欄の下から２つ目のふ

るさと納税推進費につきましては、企業版ふるさと納税を所管する行財政改革推進部へ、財源確保

の取組強化のため業務移管したことに伴い、税務部所管事業の予算現額５億２千６００万２千円に

対する支出済額は４億９千２６万５千３３７円で、執行率は９３．２％となっております。 

次に、９０ページ、９１ページを御覧ください。備考欄の１番上、税総合オンラインシステム整

備費につきましては、税務部が所管する主な臨時事業でありますが、令和５年度においては、税制

改正に伴うシステム改修等を行い、１億６４８万円を執行したところでございます。 

以上、令和５年度一般会計決算の概要でございます。 

続きまして、議案第１号、令和６年度旭川市一般会計補正予算のうち、税務部所管分につきまし

て御説明申し上げます。補正予算書、１１ページを御覧ください。２款２項２目の固定資産税課税

事務費であります。１０月１日に予定されている郵便料金の改定に伴い、１２月に市内約１万８千

４００事業者に対し、償却資産申告書等を発送する予算に不足が生じることから、６７万１千円を

補正するものでございます。財源は全額一般財源であります。 

 以上が補正予算の概要でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○樽井市民生活部長 初めに、認定第１号、令和５年度旭川市一般会計決算の認定のうち、市民生

活部所管分につきまして御説明申し上げます。資料はございませんが、部全体の決算概要について

であります。 

 まず、歳入でございますが、予算現額５億８千４４６万７千円に対しまして、収入済額は５億２
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千３４万９千３０３円となっております。歳入の主なものとしましては、１６款使用料及び手数料

が２億５千８６２万１千８８１円、１７款国庫支出金が１億９千４８９万９千９８５円などであり

ます。 

 次に、歳出でございますが、予算現額１３億９千２９５万２千５１０円に対しまして、支出済額

１２億７千５１４万９５６円、繰越額３千６０３万６千円であり、不用額は８千１７７万５千５５

４円、執行率では９１．５％となっております。 

続きまして、市民生活部が所管しております経常費２３事業、臨時事業費２１事業を合わせた４

４事業のうち、主な事業について御説明申し上げます。 

主要施策の成果報告書６３ページを御覧ください。地域情報共有プラットフォーム運営費でござ

います。この事業は、地域主体のまちづくりの推進に向け、令和４年度に開発した地域情報共有プ

ラットフォームの維持管理及び機能の追加等により、情報共有の充実及び地域活動の活性化を図ろ

うとするものであります。令和５年度は、地域で見守りが必要な方への見守りや捜索体制を構築す

る見守りアプリを開発したほか、災害時に防災マップ上に開設中の避難所の位置が表示できる機能

を追加するなど、くらしのアプリでシステムの一部を改修しております。また、持続可能な町内会

活動の確立に向け、先進事例調査等を実施したところであり、さらには、デジタル機器の操作が苦

手な方への対応として、高齢者向けスマートフォン教室を開催し、デジタルリテラシーの向上を図

るなど、事業費として１千７８４万４千３１８円を執行しております。 

次に、６４ページを御覧ください。市民課窓口ＩＣＴ化推進費でございます。この事業は、証明

書交付手数料などのキャッシュレス決済や窓口支援システムを円滑に運用するなど、市民課窓口の

ＩＣＴ化を推進するものであります。令和５年度は、新庁舎への電子レジスターの設置や、当該レ

ジスターに接続するキャッシュレス決済端末の更新、窓口支援システムの拡大による書かない窓口

の本格運用などにより、市民の利便性を高めるとともに、限られた資源でサービスの向上及び業務

の効率化を実現するための全体概要案、旭川市次世代総合窓口グランドデザインの作成支援業務を

委託するなど、事業費として、２千５６万４千２５１円を執行しております。 

次に、決算事項別明細書９０ページ、９１ページを御覧ください。２款３項１目の総合窓口等設

置費及び市民課ＤＸ推進費でございます。これらの事業は、新庁舎への移転に伴い、窓口機能を低

層階に集約し、複数の手続をできる限りまとめて行う総合窓口を設置し、また、住民基本台帳事務、

戸籍事務及びマイナンバー事務において運用しているシステム群について、標準化、最適化を進め、

安定的で円滑な事務を執行するとともに、手続のＤＸを進めることにより、窓口の利便性を高めよ

うとするものであります。令和５年度は、市民課が所管するシステム群について、法改正への対応

など、必要な改修を行うとともに、新庁舎移転に向けて、従来旧庁舎で管理していたシステムの安

定的な運用を図るため、データセンターへ移設集約を図ったほか、令和６年３月１日からは、広域

交付戸籍等証明書交付の運用を開始したところであり、事業費としましては、総合窓口等設置費で、

１千６万４千６０４円を、市民課ＤＸ推進費で１億９千８４万４千４６円を執行しております。 

続きまして、議案第１号、令和６年度旭川市一般会計補正予算のうち、市民生活部所管分につき

まして御説明申し上げます。補正予算書の１１ページを御覧ください。２款３項１目戸籍住民基本

台帳費の市民課ＤＸ推進費１０７万４千円についてであります。本年１２月２日からマイナンバー

カードと健康保険証が一体化され、健康保険証が廃止されることが予定されております。それに伴
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い、現在、申請から交付まで１、２か月程度要していたマイナンバーカードについて、紛失等によ

る再交付や新生児、海外からの転入者など、特に速やかな対応が必要となる場合に、交付に係る日

数を１週間程度に短縮しようとする特急発行の運用が同日から開始されますことから、この特急発

行事務に対応する機材でありますタブレットやスマートフォン、スキャナーなどを賃貸借するため

補正しようとするものでございます。財源につきましては、全額国庫補助金で措置しております。 

続きまして、議案を御覧ください。議案第５号、旭川市印鑑条例及び旭川市国民健康保険条例の

一部を改正する条例の制定についてであります。本年１２月２日に健康保険証が廃止されることに

伴う条例の改正につきましては、総務部で一括して提案しているところでありますが、市民生活部

所管の旭川市印鑑条例の一部改正について御説明いたします。本案は、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律が本年１２月２日に施行さ

れることに伴い、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、健康保険証が廃止されますこと

から、印鑑登録を申請する際の本人確認の書類の例示として、条例に規定している被保険者証、組

合員証の文言を削除しようとするものであります。なお、施行日は、当該法律が施行される令和６

年１２月２日としております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○川邊福祉保険部長 本定例会に提出している議案のうち、福祉保険部所管に係る事項につきまし

て御説明を申し上げます。 

初めに、認定第１号、令和５年度旭川市一般会計決算の認定でございます。 

本日資料はございませんが、決算の概要について御説明いたします。福祉保険部の歳入総額でご

ざいますが、予算現額３１３億８千万円に対し、収入済額は３０７億１千万円で、その大部分７２．

９％は国庫支出金で２２３億９千万円となっております。 

 次に、歳出総額でございますが、予算現額６３８億円に対し、支出済額は６１６億８千万円で、

執行率は９６．７％、一般会計全体に占める割合は３４．２％となっております。また、その大部

分の５５．８％は扶助費で３４４億１千万円となっております。なお、翌年度繰越額は４億１千万

円、不用額が１７億１千万円となっております。 

続いて、福祉保険部が所管する経常費３３事業、臨時費５９事業の合わせて９２事業のうち、そ

の主な事業について、主要施策の成果報告書に基づき御説明を申し上げます。 

５９ページを御覧ください。３款１項１目社会福祉総務費の地域共生社会推進費でございます。

決算額は６千４９８万円であります。これは、地域まるごと支援員を配置し、制度のはざまや複合

化、複雑化した福祉的課題を抱え、必要な支援を受けていない世帯を対象に、包括的な支援を行っ

たもので、３５１人への対応を実施し、うち２５８人が一定の課題解決に至りました。 

次に、６０ページを御覧ください。３款１項１目社会福祉総務費の民生委員児童委員ＩＣＴ活用

推進費でございます。決算額は２千１９７万円であります。これは高齢化等により、新たな担い手

確保が課題となっている民生委員・児童委員について、ＩＣＴ活用により、委員活動の負担軽減や

新任委員の円滑な活動を支援するためのシステムを開発するもので、専用業務支援ポータルサイト

「クローバー」の開発のほか、サイトにアクセスするための通信用タブレットをモデル地区の２地

区１９人に貸与いたしました。 

次に、７２ページと７３ページを御覧ください。３款１項３目老人福祉費の介護サービス等事業
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者食材費高騰対策支援金、介護サービス等事業者物価高騰対策支援金、２目障害者福祉費の障害福

祉サービス等事業者食材費高騰対策支援金、障害福祉サービス等事業者物価高騰対策支援金でござ

います。決算額は合わせて１億５千９８７万４千円になります。これは介護サービス等事業者など

に対し、事業運営に必要な食材費や燃料費の経費が高騰していることから、その経費の一部を支援

するため、延べ１千４９３事業所に対し、支援金の支給を行ってまいりました。 

次に、７４ページを御覧いただきます。３款１項１目社会福祉総務費の福祉灯油購入助成費でご

ざいます。決算額は３億９千９３３万円でございます。灯油価格の高騰の影響が長引く状況を踏ま

え、とりわけ影響が大きな、生活に困窮されている３万７千１４８世帯に対し、灯油購入費等に充

てるため、１世帯当たり１万円の支給を行ってまいりました。 

続きまして、認定第２号、令和５年度旭川市国民健康保険事業特別会計決算の認定でございます。

決算事項別明細書の１６０ページ、実質収支に関する調書を御覧ください。歳入総額３４８億３０

５万３千円に対し、歳出総額が３４６億２千２２２万３千円で、実質収支は１億８千８３万円の剰

余となっております。会計全体の収入率は９６．４％、執行率は９５．９％となっております。 

続いて、認定第６号、令和５年度旭川市介護保険事業特別会計決算の認定でございます。１９６

ページの実質収支に関する調書を御覧いただきます。歳入総額３７１億４千３４６万３千円に対し、

歳出総額は３６７億１千７３２万４千円であり、実質収支は４億２千６１３万９千円の剰余となっ

ております。会計全体の収入率は９８．６％、執行率は９７．５％となっております。 

続いて、認定第８号、令和５年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定でございます。

２０８ページの実質収支に関する調書を御覧ください。歳入総額５８億４千２２０万１千円に対し、

歳出総額が５８億３千９７６万９千円であり、実質収支は２４３万２千円の剰余となっております。

会計全体の収入率は９７．８％、執行率も９７．８％となっております。 

 以上が令和５年度決算についての概要となります。 

続きまして、補正予算について順次御説明を申し上げます。 

初めに、議案第１号、令和６年度旭川市一般会計補正予算でございます。補正予算書の１１ペー

ジを御覧いただきます。３款１項２目障害者福祉費の障害者自立支援給付費と自立支援医療費支給

費でありますが、前年度に交付を受けた道負担金の精算に伴う償還金として、それぞれ１千７３３

万７千円、１千１２万９千円を補正いたします。財源は全額一般財源でございます。 

 次に、障害福祉サービス等ＩＣＴ活用推進費では、障害福祉サービス事業所等に対し、ＩＣＴ等

の導入費用を補助するため、１１０万６千円を補正いたします。財源は国庫支出金が７３万７千円、

一般財源が３６万９千円でございます。 

次に、障害福祉サービス等継続支援費では、前年度に利用者や職員に新型コロナウイルス感染症

が発生した障害福祉サービス事業所等に対し、事業継続に必要な費用を補助するため、２１２万６

千円を補正いたします。財源は国庫支出金が１４１万７千円、一般財源が７０万９千円でございま

す。 

次に、障害者就労施設生産設備導入推進費では、障害者就労施設に対し、工賃向上に資する生産

設備の導入費用を補助するため、６６０万円を補正いたします。財源は全額国庫支出金でございま

す。 

続いて１２ページ、３目老人福祉費の老人福祉施設等整備推進補助金では、老人福祉施設等が行
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う施設整備に対する補助金として、７千６７８万５千円を補正いたします。財源は国庫支出金が６

千９９８万１千円、一般財源が６８０万４千円でございます。 

次に、６目後期高齢者医療費の後期高齢者医療事業特別会計繰出金では、郵便料金改定等に伴う

管理事務費への繰出金のため、１６６万１千円を補正いたします。財源は全額一般財源でございま

す。 

次に、３款２項２目児童措置費の障害児通所給付費では、前年度に交付を受けた道負担金の精算

に伴う償還金として１千１１５万６千円を補正いたします。財源は全額一般財源でございます。 

次に、障害児安心安全対策補助金では、障害児通所支援事業所に対し、登降園管理システム等の

導入費用を補助するため、５６万円を補正いたします。財源は国庫支出金が４２万円、一般財源が

１４万円であります。 

続いて、議案第２号、令和６年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算であります。補正予算書

の１７ページを御覧ください。６款１項３目償還金でございます。前年度に交付を受けた支払基金

交付金と道支出金の精算に伴う償還金として、１億５千５２２万９千円を補正いたします。財源は

全額が基金繰入金となります。 

続いて、議案第３号、令和６年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計補正予算でございます。補

正予算書１８ページを御覧ください。１款１項１目一般管理費の管理事務費において、郵便料金改

定等に伴う通信運搬費として１６６万１千円を補正いたします。財源は全額一般会計繰入金であり

ます。 

 以上が今回提案いたしております補正予算の概要になります。よろしくお願い申し上げます。 

○田村保健所地域保健担当部長 認定第１号、令和５年度旭川市一般会計決算の認定のうち、保健

所所管分につきまして御説明申し上げます。資料はございませんが、保健所全体の歳入歳出につい

てであります。 

まず、歳入につきましては、予算現額２６億６２８万７千円に対しまして、収入済額２０億６千

７３０万５千１０２円となっております。収入済額の主なものといたしましては、１７款国庫支出

金の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金が７億６千９３０万２千円、１８款道

支出金の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金が３億５千６６４万９千円、１６款使用料

及び手数料のと畜検査等手数料が５千４６５万２千円となっております。 

次に、歳出についてでありますが、予算現額４９億５千５０８万５千円に対し、支出済額４０億

５千２８４万６千６３３円であり、新型コロナウイルスワクチン接種事業費として２千３万８千円

を繰り越し、不用額は８億８千２２０万３６７円で、執行率は８１．８％となっております。 

次に、保健所が所管いたします事業につきましては、経常費が２２事業、臨時事業費が２０事業、

合わせて４２事業となりますが、その主な事業につきまして御説明申し上げます。 

決算事項別明細書１０２、１０３ページを御覧いただきたいと思います。４款１項２目予防費の

がん対策費２億３千７５５万８千１４５円であります。本事業は、がんの早期発見、早期治療によ

り、死亡者の減少や、がん予防に係る知識の普及啓発等により、市民の健康意識の向上及び健康寿

命の延伸を目指すもので、延べ５万２千４９９人に対し、各種がん検診等を実施したものです。受

診率は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和２年度に大きく減少して以降、令和４年

度まで回復傾向にありましたが、令和５年度は前年度と比較して減少し、子宮がん検診以外はコロ
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ナ前の水準にまだ戻っていない状況にございます。今後とも受診率向上に向け、個別受診勧奨や企

業と協力した検診ＰＲなど、様々な機会を捉えた啓発活動等に取り組んでまいります。 

続きまして、備考欄の５つ下にございます予防接種費７億１千７００万６千３２８円であります。

本事業は、予防接種法に基づき、定期予防接種を円滑に実施することで、個人の発病予防及び重症

化の防止、さらに集団での感染症蔓延予防を図るものであり、昨年度は計１６疾病に対するワクチ

ン接種等を延べ９万９千５８３人の市民に実施いたしました。 

続きまして、備考欄の６つ下にございます新型コロナウイルス感染症対策費９億３千４５５万２

千４１４円であります。本事業は、新型コロナウイルス感染症の予防、感染拡大防止及び治療の促

進を図ることを目的とし、発生状況の把握や検体採取、行政検査、患者等の移送、入院医療費の公

費負担などを実施したものであります。 

続きまして、備考欄の一番下の新型コロナウイルスワクチン接種事業費１６億２千３４３万４千

８７３円であります。本事業は、本市が実施主体として新型コロナワクチンの接種を行ったもので、

市内約１６０か所の医療機関と２か所の集団接種会場で接種を行い、高齢者施設巡回接種、予約サ

ポートセンターの開設など、接種促進の取組を進めながら、令和５年度は、生後６か月以上の市民

に延べ１６万９千４４１回の接種を実施いたしました。 

続きまして、１０４、１０５ページを御覧いただきたいと思います。同じく４款１項２目予防費

の備考欄上段の２つ目、スマートウエルネス推進費９７６万１千８１８円であります。本事業は、

令和５年度に策定いたしましたスマートウエルネスあさひかわプランに基づき、歩くことをきっか

けとして健康増進活動の推進を図るもので、昨年度は、市政アドバイザーの宇都宮氏を講師にお招

きし、プラン策定の記念講演会を開催したほか、総合庁舎２階に測定スポットとして血圧計と体組

成計を設置いたしました。また、あさひかわ健幸アプリの構築を行い、本年４月から運用を開始し

ているところであります。 

続きまして、備考欄の２つ下、医療提供施設等食材費高騰対策支援費３千３２９万４千２３２円

であります。本事業は、食材費などの物価高騰により影響を受けている病院等の医療提供施設など

に対し、緊急的に支援金を給付することで、地域医療の安定、維持を図ることを目的に実施したも

のであり、病院、診療所など５５施設に対し、病床数に応じた支援金を給付したところであります。 

続きまして、その１つ下、医療提供施設等燃料価格高騰対策支援費３千８１２万１千円でありま

す。本事業は、物価高騰の影響により燃料費等の負担が増加している病院等の医療提供施設などに

対し、緊急的に支援金を給付することで地域医療の安定、維持を図ることを目的に実施したもので

あり、病院、診療所や薬局など７４０施設に対し、施設区分に応じた支援金を給付したところであ

ります。 

続きまして、議案第１号、令和６年度旭川市一般会計補正予算のうち、保健所所管分につきまし

て御説明申し上げます。 

補正予算書の１２ページを御覧いただきたいと思います。４款１項２目予防費、旭川がん検診セ

ンター施設整備補助金１６６万円についてであります。本事業は、公益財団法人北海道対がん協会

におきまして、旭川がん検診センターの老朽化に伴う改築に当たり、その施設整備事業に要する経

費に対し補助を行うものであります。年度当初に資材や人件費の高騰による基本設計の見直しがあ

り、着工時期が確定できませんでしたが、７月末に当該見直しが完了し、総事業費約２１億９千８
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００万円、令和７年３月着工、令和８年３月完成の工期１３か月とする整備計画がまとまったこと

から、今年度分として１６６万円を補正するものであります。またあわせまして、補正予算書１５

ページを御覧いただきたいと思います。旭川がん検診センター施設整備補助金について、限度額を

１千９９２万円とする債務負担行為を追加し、２か年の合計で２千１５８万円の補助を行うもので

す。財源につきましては、いずれも全額一般財源であります。 

次に、補正予算書１２ページに戻っていただきまして一番下になりますが、４款１項２目予防費

の予防接種費４千３９万１千円についてであります。令和５年度までに特例臨時接種として実施い

たしました新型コロナワクチンに係る国の予防接種健康被害救済制度において、新たに２例の死亡

一時金等の認定を受けた者に対する給付費用の不足分として４千３９万１千円を計上するものであ

ります。財源は全額道支出金であります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○太田環境部長 初めに、認定第１号令和５年度一般会計決算の認定のうち、環境部所管分につき

まして御説明をさせていただきます。 

 まず、資料はございませんが、環境部全事業の決算概要について御説明させていただきます。歳

入につきましては、予算現額１９億３千４６０万４千円に対しまして、収入済額は１７億１千９４

４万４６６円となっており、差引き２億１千５１６万３千５３４円の減となってございます。主な

減要素といたしましては、家庭ごみ処理手数料におきまして、ごみ袋等の販売数が見込みを下回っ

たこと、可燃ごみ処理受託事業収入におきまして搬入量が減少したこと、発電余剰電力売電収入に

おきまして売電単価が減少したこと、リサイクルプラザ資源物売払収入におきまして資源物の売却

単価が減少したことや、その他の収入におきましてペットボトル有償入札の落札単価が見込みを下

回ったことによるものであります。 

次に、歳出についてでございます。予算現額４１億５千１３７万８千円に対しまして、支出済額

は４０億９６６万２千４０１円となっており、執行率は９６．６％で、翌年度繰越額は２千９８１

万円、不用額は１億１千１９０万５千５９９円となっております。不用額が生じた主な要素といた

しまして、家庭ごみ処理費用適正化事業費におけますごみ袋の購入単価の減、資源リサイクル費に

おける委託料の減、次期最終処分場整備費における委託料の減などとなってございます。 

それでは、各事業について資料に基づき御説明をさせていただきます。 

決算事項別明細書をお開きください。１０４ページの上から２段目、４款１項３目環境衛生費の

主な事業について順次御説明をさせていただきます。次の１０５ページの備考欄を御覧ください。 

初めに、備考欄の中段にございます鳥獣対策についてです。鳥獣対策費の決算額１千５４１万２

千７８７円につきましては、繁殖期に威嚇行為を行うカラスや、人の生活圏に出没するヒグマの対

策を実施したものでございます。令和５年度は前年度に引き続き、ヒグマの侵入防止対策として、

電気柵の設置や草刈り、センサーカメラなどによる監視などに取り組んだほか、新たにヒグマの生

息状況などの調査やＤＮＡ検査による個体識別に着手しました。また、道の補助金を活用した、春

期管理捕獲の実施により、ドローンの活用などの検証も行ったところでございます。 

 次に５つ下となります。地球温暖化対策推進費の決算額４３４万４千６８２円につきましては、

地球温暖化対策の普及啓発を行うもので、出前講座や植樹イベントを実施するほか、令和５年度は

旭川市温暖化対策実行計画の改定を行い、ゼロカーボンシティ旭川に向けた取組の方向性を取りま
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とめました。また、地元中小企業の脱炭素経営を後押しするため、国の交付金を活用し、補正予算

により二酸化炭素排出量の可視化を行う費用の一部補助にも着手し、本年度に３１０万７千円を繰

越し、継続的に事業を実施してございます。 

次にその１つ下、地域エネルギー設備等導入促進費の決算額４６２万１千２０円につきましては、

市民及び市内事業者に対し、再生可能エネルギーや省エネルギーの設備導入に関わる費用の一部補

助を実施、また、さらなる設備導入を図るため国の交付金を活用して補正予算を計上し、本年度に

７２５万５千円を繰り越し、継続的に事業を実施してございます。 

 次にその１つ下、地域木質バイオマス利活用促進事業費の決算額６２９万５千円につきましては、

地域の森林資源を生かした木質バイオマスの利活用に向けた普及啓発を図るため、ペレットストー

ブなどの設置費用の一部を補助したものであります。 

続いて１０６ページを御覧ください。上から１段目、４款衛生費２項清掃費１目じん芥処理費、

その下、２目し尿処理費、さらにその下、３目清浄所費の主な事業について、順次御説明をさせて

いただきます。 

１０７ページを御覧ください。じん芥処理費の備考欄の上から３つ目、家庭ごみ処理費用適正化

事業費の決算額２億２９２万１千７７４円につきましては、家庭ごみの有料化を適正かつ円滑に運

営するため、指定ごみ袋の製造や保管、配送及び手数料の徴収、減免などの管理を行ったものでご

ざいます。 

次にその２つ下、資源リサイクル費の決算額３億８４万２千６２８円につきましては、ごみの減

量化を推進するため、分別収集したペットボトルや、プラスチック製及び紙製容器包装等の資源物

の中間処理及び資源化を実施したものでございます。 

次にその２つ下、廃棄物最終処分場管理費の決算額５億３千６２６万４千８８円につきましては、

燃やせないごみなどの安定的な埋立て処理をするために、旭川市廃棄物処分場の運営管理及び中園

廃棄物最終処分場の維持管理を実施したものでございます。 

 次にその２つ下、清掃工場管理費の決算額５億１千５１万８千２５２円につきましては、燃やせ

る家庭ごみ、事業系ごみの安定的な焼却処理とともに、焼却処理で発生したエネルギーの有効活用

を図る施設の維持管理を行ったものでございます。 

 次にその３つ下、ごみ収集運搬費の決算額１４億１千９万２千４２０円につきましては、各家庭

からごみステーションに排出される各種のごみなどを速やかに収集するため、民間の１２事業者に

業務を委託したものでございます。 

次に少し飛びますが、下から６項目目を御覧ください。次期最終処分場整備費の決算額８千６３

万４千８３０円につきましては、令和１２年４月の供用開始に向け、旭川市次期一般廃棄物最終処

分場整備基本計画を策定するための支援業務のほか、検討に当たり必要な測量や地質調査、環境影

響調査を実施したものでございます。 

次にその２つ下、缶・びん等資源物中間処理施設整備費の決算額２億６千６８８万１千２５９円

につきましては、現在の近文リサイクルプラザに代わる（仮称）旭川市リサイクルセンターの建設

工事や外構工事に係る実施設計を行ったものでございます。 

次にその１つ下、ごみ減量アクション推進費の決算額２１５万９千８７６円につきましては、ご

みの発生抑制と再使用の意識を醸成するため、おもちゃの修理や交換などを行う子ども向けのイベ
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ントやパネル展示などを実施したほか、補正予算により食品ロスの削減などを目的としたフードド

ライブを総合庁舎で実施したものでございます。 

次にその２つ下、家庭ごみ処理手数料物価高騰対策費の決算額３０９万７千６００円につきまし

ては、エネルギー物価高騰に対応するため、国の交付金を活用し、未就学児のいる世帯を対象に燃

やせるごみ用の１０リットルの指定ごみ袋を未就学児１人当たり１００枚の配布を実施したもので

あり、本年度に１千９４４万８千円を繰り越し、継続的に事業を実施してございます。 

続きまして、２目し尿処理費になります。し尿処理費の決算額１億５千２１０万９千７６５円に

つきましては、市内のし尿収集を円滑・効率的に進めるため、し尿収集運搬業務を委託するほか、

移動式公衆便所の貸付け等を実施したものでございます。 

 最後に、３目清浄所費になります。環境センター管理費の決算額１億６千９９１万３千７７３円

につきましては、収集されたし尿及び浄化槽汚泥を適正に処理するため、必要な施設の維持管理を

行ったものでございます。 

令和５年度一般会計決算認定に係る環境部所管事業の説明は以上となります。 

続きまして、議案第１号、令和６年度旭川市一般会計補正予算のうち、環境部所管分について御

説明いたします。令和６年度旭川市一般会計補正予算書をお開きください。 

４ページの中段にございます第３表、債務負担行為補正追加分の上から３番目、株式会社旭川振

興公社事業資金に係る損失補償につきましては、本市の要請に基づき、公社が設置を予定している

次期産業廃棄物最終処分場の整備に伴う、金融機関からの借入れに対して損失補償を行うもので、

期間は令和６年度から令和２６年度までの２１年間、限度額は１億８千万円と利子相当額となって

ございます。 

環境部からの説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○木村市立旭川病院事務局長 令和６年第３回定例会提出議案のうち、市立旭川病院が所管してお

ります認定第１１号、令和５年度旭川市病院事業会計決算につきまして、資料は、令和５年度病院

事業会計決算の概要に基づきまして御説明を申し上げます。資料を御覧ください。 

最初に、資料上段の（１）年間患者数及び（２）１日平均患者数になりますが、入院では予算１

１万２千７６５人に対し９万５千１２５人、１日当たりで予算３０８．１人に対し２５９．９人、

外来では予算２２万８千３９６人に対し２１万１千５３５人、１日当たりで予算９３９．９人に対

し８７０．５人となっております。 

また、上段右の（３）主要な建設改良事業につきましては、建物で吸収式冷凍機更新工事等を実

施したほか、医療機器では、腹腔鏡・胸腔鏡手術システムや全自動錠剤分包画像監査システム等を

整備をしております。 

次に、その下の（４）予算決算比較の表になりますが、まず上段の収益的収支につきましては、

病院事業収益では決算額１２１億２千３０６万４千９８３円で、主に本院医業収益の減によりまし

て、予算に対し７億７千７０６万５千１７円の減となっており、病院事業費用では、決算額１２７

億２千２１３万３千４５円で、主に本院医業費用の減によりまして、７億９千９２０万７千９５５

円の不用額を生じております。 

以上の結果、表の右側にありますとおり、純損失は６億１２６万５千１２５円、未処理欠損金は

１２５億４２９万６千７６３円となっております。 
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次に、下段の資本的収支につきましては、資本的収入では決算額１５億５千１３１万９千７００

円で、主に企業債の減によりまして、予算に対し９千８０６万９千３００円の減となっており、資

本的支出では、決算額２０億５千６７４万５千６３４円で、主に建設改良費の減によりまして、９

千７２０万５千３６６円の不用額を生じております。なお資本的収支の不足額につきましては、過

年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補塡をしております。 

最後に、実質的な収支となります資金収支になりますけれども、資料の右下欄外に記載をしてお

りますとおり、当年度、令和５年度の資金収支はマイナス１０億２千７７万７千６２７円、当年度

末、令和５年度末の資金残高につきましては、１０億４千７８２万７千６７９円となったところで

ございます。 

 以上、よろしくお願いを申し上げます。 

○高田福祉保険部保険制度担当部長 議案第５号及び議案第１５号の２件につきまして、御説明申

し上げます。議案書を御覧ください。 

初めに、議案第５号、旭川市印鑑条例及び旭川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

についてのうち、福祉保険部所管分につきまして御説明申し上げます。これは、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、令

和６年１２月２日に健康保険証が廃止されることから、旭川市国民健康保険条例の一部を改正しよ

うとするものでございます。改正内容は、被保険者証に関する記載の規定の整備を行うもので、施

行日は令和６年１２月２日としてございます。 

次に、議案第１５号につきましては、これも同じく、健康保険証の廃止に伴い、北海道後期高齢

者医療広域連合規約の一部を変更しようとするもので、地方自治法第２９１条の１１の規定に基づ

き、議会の議決を得ようとするものでございます。変更内容はこちらも被保険者証に関する記載の

規定の整備を行うものでございます。なお、今後の予定といたしましては、関係する全ての市町村

で議会の議決を得られた後、広域連合から北海道知事に対し許可申請を行うこととしてございます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○髙橋紀博委員長 ただいまの説明につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○髙橋紀博委員長 なければ、本日のところは説明を受けたということにとどめておきたいと思い

ます。 

議案の説明に関わり出席している理事者につきましては、退席していただいて結構です。 

 次に、報告事項についてを議題といたします。 

令和６年第３回定例会提出議案に関わる事項であります、（仮称）旭川市リサイクルセンター

（Ａ）新築工事について、（仮称）旭川市リサイクルセンター（Ｂ）新築工事について、（仮称）

旭川市リサイクルセンター新築資源物中間処理設備工事について、（仮称）旭川市リサイクルセン

ター新築機械設備工事等に係る変更契約の締結についての以上４件につきまして、理事者から報告

をお願いいたします。 

○太田環境部長 初めに、議案第１０号から議案第１２号までの変更契約の締結につきましては、

総務常任委員会の所管ではございますけれども、（仮称）旭川市リサイクルセンターに係る工事契

約でありますので環境部に関わりがあり、御説明を申し上げます。これら３件は、いずれも今年度
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の労務単価等の変動に対処するため、インフレスライド条項に基づき契約金額を変更しようとする

ものでございます。議案第１０号の（仮称）旭川市リサイクルセンター（Ａ）新築工事につきまし

ては、令和５年３月２４日に議決をいただき、契約を締結した後、令和５年８月３日に契約金額の

変更に係る専決処分を行ったものでありますが、このたび、契約金額７億４千１７５万１千５８５

円を７億６千５１２万１千９１３円に改めようとするもので、令和６年８月５日に仮契約を締結し

てございます。 

次に、議案第１１号、（仮称）旭川市リサイクルセンター（Ｂ）新築工事につきましても、令和

５年３月２４日に議決をいただき、契約を締結した後、令和５年８月３日及び令和６年１月１６日

に契約金額の変更に関わる専決処分を行ってございますが、このたび、契約金額７億１千８１９万

１千１７４円を７億３千４０９万２千１５円に改めようとするもので、令和６年８月５日に仮契約

を締結してございます。 

次に、議案第１２号、（仮称）旭川市リサイクルセンター新築資源物中間処理施設設備工事につ

きましても、令和５年３月２４日に議決をいただき、契約を締結した後、令和５年８月３日に契約

金額の変更に関わる専決処分を行っておりますが、このたび、契約金額５億９千７９６万９千６３

０円を６億７千９２万７千３０３円に改めようとするもので、令和６年８月５日に仮契約を締結し

てございます。 

続きまして、報告第５号、専決処分の報告につきましても同様に、環境部に関わりがございます

ので御説明申し上げます。本件は（仮称）旭川市リサイクルセンター新築機械設備工事ほか１件に

つきまして、インフレスライド条項の適用に伴い、いずれも契約金額を増額する変更契約を締結し

たもので、１、（仮称）旭川市リサイクルセンター新築機械設備工事につきましては、契約金額２

億４千３４０万３千６１３円を２億５千６２２万２千２６１円に、２、（仮称）旭川市リサイクル

センター新築電気設備工事については、契約金額２億２８７万７千７５９円を２億１千４０７万９

千６１５円に改め、いずれも令和６年８月２日に専決処分させていただいたものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○髙橋紀博委員長 ただいまの報告につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○髙橋紀博委員長 なければ、ただいまの報告に関わり出席している理事者につきましては、退席

していただいて結構です。 

次に、新型コロナウイルスの感染状況と今後の対策についてを議題といたします。この件につき

まして、能登谷委員から発言の申出を受けております。御発言願います。 

○能登谷委員 現在の新型コロナウイルスの感染状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。

先週の報道では、道内で新型コロナウイルスに感染した人は、１医療機関当たりの調査で半年ぶり

に１０人を上回ったということでした。北海道が２９日に発表した１９日からの１週間の道内の指

定医療機関１か所当たりの感染者数は１１．４０と、前の週より１．７４人増えております。前の

週を上回るのは６週連続で、２月に１０人を下回って以来、半年ぶりに１０人を上回ったと、特に

札幌では１０．６２人で、前の週から１．７人増えているということでした。そういう中で旭川市

の感染状況がどうなっているのかなということ、特に夏休みが明けた中で、今後の見通しも併せて

お示しいただければありがたいと思います。お願いします。 
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○山本保健所保健予防課主幹 令和６年度における本市の新型コロナウイルス感染症の動向ですが、

５月、大型連休後に一時増加が見られましたが、大きな感染拡大には至らず経過しており、その後、

７月中旬に入り上昇に転じ、８月１９日から８月２５日の定点報告では１４．６２と、今年度で最

も高くなりました。学校の夏休みが終わった時期と重なることを考えますと、今後さらに報告数が

増え、感染拡大が進む懸念があります。また、新型コロナウイルスは季節的な流行周期は明らかで

はありませんが、例年、夏の感染拡大に続いて、年末年始に比較的大きな感染拡大が見られますこ

とから、今後も流行が繰り返されることが予測されます。 

○能登谷委員 旭川の感染状況を伺いましたが、１４．６２ですから、今年度で最も高いというこ

とで、全道から見ても高い状況だということが分かりました。今、私の周りでも感染者が出ていま

すので、ますます気をつけていかなければならないなというふうに感じています。それで感染患者

の治療費についてですが、特に自己負担額について伺いたいと思います。私の近くの席の議員が７

月に感染し、どうやら議会運営委員会の視察から帰ってなったという状況だったと思うんですけど

も、薬代が２万７千円かかったそうです。今は通常医療体制になって、窓口負担が厳しくなってい

ると聞いていますが、医療費の自己負担額はどうなっているのか、お聞かせください。 

○山本保健所保健予防課主幹 新型コロナの治療費は、公費負担の終了に伴い、令和６年度は通常

の医療体制に移行し、医療費の自己負担割合に応じた窓口負担となっております。外来などで使用

される治療薬の１治療、５日間当たりの薬価は、例えばゾコーバ錠で５万円台、ラゲブリオで９万

円台となっており、これにより薬分の自己負担額は、３割負担であれば、それぞれ約１万５千円、

約２万８千円と、かなり高額になっております。国ではこうした高額な医療費に対し、他の疾病と

同様に、高額療養費制度の活用により、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じないとしていま

すが、医療現場からは、薬が必要な状態であっても薬代が高額なため、断る人もいるといった声も

聞かれています。 

○能登谷委員 ということは、私の近くの席の方は２万７千円といっていたからラゲブリオだった

っていうことですね。なかなか高額だと思います。それについては後でまた聞きたいと思います。 

続いて、秋から始まるワクチン接種の自己負担についてもお聞かせいただきたいと思います。 

○阿保保健所保健予防課長 新型コロナワクチンにつきましては、令和５年度まで特例臨時接種と

して実施しておりましたが、令和６年度以降は、予防接種法に基づき、６５歳以上の高齢者等に対

する定期の予防接種として実施していくこととなりました。これにより、これまで全額無料で実施

していたものから、１回当たり３千円を負担していただくこととなります。なお、市民税が非課税

の世帯、生活保護世帯の方につきましては、無料での接種を行ってまいります。 

○能登谷委員 新型コロナワクチンが定期予防接種としてスタートすることについては、実施方法

や費用の負担など、これまでの特例臨時接種と大きく変わるということでした。しかし、多くの市

民はそのことを理解していないように思います。新型コロナワクチンが定期接種になる、その周知

を徹底させることが重要と考えますが、どのように考えているのか伺いたいと思います。 

○阿保保健所保健予防課長 新型コロナワクチンは、定期接種化に伴い、委員御指摘のとおり、対

象者や接種費用は変更され、また、接種券の送付も行わないなど、これまでの実施方法と大きく異

なることから、特に初年度となる令和６年度は広く周知を図っていく必要があると考えております。

つきましては、広報紙や市ホームページ、ＳＮＳなど、市の広報媒体で周知を行っていくほか、医
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療機関、市有施設へのポスター掲示についても実施してまいります。また、今年度からは、健幸ア

プリのプッシュ通知を活用するなど、市民や医療現場において混乱が生じないよう、様々な機会を

通じてワクチン接種に係る情報を確認していただけるよう周知に取り組んでまいります。 

○能登谷委員 コロナワクチンの有効性、安全性については、これまでも心配する声もありますけ

れども、市はどのように考えているのか認識をお示しください。 

○阿保保健所保健予防課長 これまでのコロナワクチンの有効性につきましては、国よりオミクロ

ン株流行下では、感染予防や発生予防効果、そういった効果の持続期間等は２、３か月程度と限定

的である一方、重症化予防効果は１年以上、一定程度持続するとの見解が示されております。さら

に、流行株に合わせたワクチンの追加接種を行うことで、追加的な重症化予防効果が得られるとの

報告もございます。また、ワクチンの有効性、罹患率、医療費などを分析した費用対効果につきま

しても良好とされており、特に、秋から定期接種として対象となる６５歳以上の方においては優れ

ているとの結果が示されておりました。 

安全性につきましては、医師や製造販売業者等からの副反応報告、国内外の情報等を踏まえなが

ら、副反応検討部会等において継続的に評価が行われており、現時点におきましては、ワクチンの

接種による利益が危険性を上回ると考えられ、ワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認

められてないと判断されております。 

○能登谷委員 ワクチン接種により利益が危険性を上回ると、重大な懸念は認められないという答

弁でした。それでも実際には副反応で苦しんでいる方もいらっしゃるという状況ですので、ワクチ

ンの副反応についての原因究明と被害者の救済について、これは前にも聞いたんですけれども、改

めて現状をお聞かせいただきたいと思います。 

○阿保保健所保健予防課長 ワクチンの副反応に係る原因究明につきましては、国において、これ

までワクチン接種との因果関係が示されていない症状をはじめ、接種後の発症までの期間や持続期

間が長かった症状なども含めて幅広く評価を行っていくこととしており、こうした症例に関する情

報の収集、諸外国も含めた症例の集積、その他の科学的知見を基に解析が進められているものと認

識しております。また、予防接種による健康被害を受けた方につきましては、予防接種健康被害救

済制度を利用していただいておりますが、特例臨時接種が終了した今年度においても、これまで１

２件の相談が寄せられており、令和６年８月末時点での国への申請件数は３５件となっており、そ

のうち認定数は３０件、不認定数は２件、審議中は３件となっております。 

○能登谷委員 いろいろそこのところで誤解もあるようで、今年度ではないんですけれども、副反

応があって、様々苦しんでいる中で、全部治療が終わったり、一定程度期間が経過しないと申請と

かができないというふうに思い込んでいる方も結構いましたので、それも含めて周知も図っていた

だければなというふうに思っています。それで、新型コロナウイルス感染の現状について伺ってき

たんですが、今後の対策の方向性についてお聞かせいただきたいと思います。 

○阿保保健所保健予防課長 新型コロナウイルスは５類に移行し、社会の向き合い方も大きく変化

しておりますが、その後も感染症の流行は起こり、医療機関や高齢者施設等ではその対応に苦慮し

ている現状が続いております。また、症状の強さや発症後の経過、予後などの病状面、あるいは年

に複数回の感染拡大が起こる状況はインフルエンザとは異なっており、いまだ新型コロナへの対応

の終わりが見える状況には至っておりません。そのため、これまでの知見を生かし、感染状況のモ
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ニタリングや感染者への相談対応、クラスター発生時の施設や医療機関への支援をはじめ、感染拡

大時への市民への注意喚起や、最新の科学的知見や医療に関する情報の発信など、市民が新型コロ

ナウイルスの感染状況に応じた行動を選択し、対応できるよう取組を進めてまいります。 

○能登谷委員 最後にしますが、さっきの答弁で新型コロナの治療薬があまりに高額であるという

ことが分かりました。５類に移行した中で、高額の薬代を払ってまで治療できない、受診を控える

人もいると聞いています。今、実際に治療している人でも、インフルと同じ５類に移ったんだから

大して病院に行かなくてもいいんじゃないかとか、もう症状がないから２、３日で仕事に出てきた

いというような方も実際にいますので、それで適切な医療を受けないことで感染を広げてしまうと

いうこともあってもいけませんし、また本人も後遺症などで苦しむということがあってもならない

と思います。なので高額な治療薬に対する支援について、市としても国に要望していくべきではな

いかと考えますが、見解を伺います。 

○田村保健所地域保健担当部長 先ほどの御質疑にもありましたとおり、新型コロナの治療薬は自

己負担としても高額でありまして、そのため薬の使用をためらったり、諦める患者さんの発生が懸

念され、受診控えによる重症化も危惧されるところであります。私事ながら私の友人も、同じよう

に先日、コロナに感染し、同じく自分の子どもと同時にかかってしまいました。その際、病院で２

人分の治療薬となると、やっぱり５万円近くするということで、本人は諦めて子どもの分というこ

とで、通常ですとやはり体力のある子どもよりも、少し高齢者に差しかかってきている友人のほう

が治療薬を服用するべきだとは思ったんですが、本人の感覚としては、やはり子どもが苦しんでい

るところを見たくないということで、自分は我慢して子どもに薬を服用させることにしたと。そう

しますとやはりその友人は、１か月近く新型コロナに苦しめられたということもありまして、なか

なか仕事のほうにも行くこともままならず、後半ではやはり職場のほうにも迷惑をかけたというよ

うな話を聞きました。そういったこともありまして日本感染症学会ですとか、日本化学療法学会な

ど３学会が国に対しまして、公費負担の継続を要望したことは承知しておりまして、実際に受診や

治療を拒否する方がいるとの声を私自身も実感しているところでございます。こうしたことから、

旭川市医師会をはじめ、関係機関とも連携し、医療現場の実情も把握しながら、治療薬のまず価格

動向ですとか、他の自治体、国などの動向の把握などにも努め、感染症に罹患された方が症状に応

じ適切な医療を受けられる環境の整備に向け、委員御指摘の国への要望といった手法も含めて検討

を進めてまいります。 

○髙橋紀博委員長 この件につきまして、他に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○高橋紀博委員長 なければ、以上で予定していた議事は全て終了いたしました。 

○高橋紀博委員長 その他、委員の皆様から御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○高橋紀博委員長 それでは、本日の委員会は、これをもって散会いたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１１時０６分 

 

 


